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いわき市福祉介護人材定着支援事業業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 実施の目的 

福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護人材確保対策事業）を活用し、介護保険事

業所の新人職員の早期離職防止と定着促進のために、エルダー・メンター制度の導入に資する研

修を行い介護人材の確保及び介護サービスの質の向上を図る。 

 

【参考】福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護人材確保対策事業）とは 

今後必要とされる介護人材を確保するため、福島県地域医療介護総合確保基金を活用し、

介護従事者の確保・育成に取り組む事業主体に対して補助を行っている。 

※ 当該補助金のメニューのうち「新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援

事業」を活用する。 

 

 

２ プロポーザル方式の採用理由及び導入効果 

本事業の業務委託の実施にあたり、プロポーザル方式を採用することにより民間事業者の持つ

専門的知見やこれまでの業務経験を活かした企画提案を広く求め、本事業の実施目的をより効率

的・効果的に達成できる最も優れた事業者を委託先の候補として選定するため。 

 

 

３ 委託業務概要 

（１）業務名称 
いわき市福祉介護人材定着支援事業業務 

（市予算名：福祉介護人材定着支援事業） 

（２）業務内容 別紙「いわき市福祉介護人材定着支援事業業務委託仕様書」による 

（３）委託期間 契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

（４）提案上限額 2,070 千円（消費税及び地方消費税含む） 

（５）選定方法 公募型プロポーザル方式 

 

 

４ 参加資格要件 

本業務のプロポーザル参加者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれにも該当しないも

のであること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定により、入札参加制

限を受けていない者であること。 
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 ⑶ 公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、いわき市の指名停止を受け

ていない者であること。 

⑷ 銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑹ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 

⑺ いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年２月 22 日制定）第４条第１

項に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 

⑻ 国税及びいわき市税に滞納のない者であること。 

 

 

５ プロポーザルの日程 

実施内容 期間又は期限 

（１）募集公告、市ホームページ掲載開始、 

質問受付開始 
令和７年９月 19日（金） 

（２）参加申込受付開始 令和７年 10 月１日（水） 

（３）質問受付期間 令和７年９月 19日（金）～10 月１日（水） 

（４）質問最終回答 令和７年 10 月２日（木） 

（５）参加表明書提出期限 令和７年 10 月８日（水） 

（６）参加資格審査結果通知 令和７年 10 月 10 日（金） 

（７）企画提案書提出期限 令和７年 10 月 31 日（金） 

（８）審査委員会（プレゼンテーション） 令和７年 11 月 11 日（火） 

（９）審査結果通知 令和７年 11 月 14 日（金） 

（10）契約締結 令和７年 11 月下旬 

※ 受付等は、土・日曜日・祝日は行わない。 

 

 

６ 参加申込方法について 

⑴ 提出書類 

本プロポーザルの参加申込にあたり、次の書類を提出すること。 

様式１：参加表明書 

様式２：同意書 

様式３：会社概要 

様式４：会社業務実績表 
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添付１：法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※提出日から起算して３ヵ月以内 

のもの 

添付２：消費税及び地方消費税等国税の納税証明書 ※提出日から起算して３ヵ月以内 

のもの 

添付３：国税の納税証明書 

添付４：市県民税の納税証明書（市内に事業所等がある事業者のみ） 

※ 納税証明書については、３か月以内に発行されたものであること。 

※ 令和６年度いわき市入札参加有資格者名簿に登録されている者は、様式２及び添付１から

添付４を省略することができる。 

※ 必要書類の提出後に記載事項と添付書類に相違があり、参加資格を有していないことが判

明した場合には、参加資格を無効とする。 

 

⑵ 提出書類の配布方法 

参加表明書等の様式は、市公式ホームページからダウンロードすること。 

URL「 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1725501148239/index.html 」 

 

⑶ 提出方法及び提出部数 

提出書類は押印の上、持参又は郵送（提出期限内に必着とし、配達完了が確認できる書留郵便

等に限る。）による提出とする。 

提出部数は正本が１部、写し５部（写しについては、添付１～４を除く）とする。 

本プロポーザルを辞退する場合には、辞退届（様式７）に押印の上、持参又は郵送にて提出す

ることとし、その旨を電話により報告するものとする。なお、参加表明書提出後に辞退届を提出

せずに辞退した場合で、いわき市入札参加有資格者の場合は、指名停止の措置を行う場合があ

る。 

 

⑷ 提出期限 

令和７年 10 月８日（水）必着 

※ 持参の場合、受付時間は土・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

 

⑸ 提出先 

「13 問い合わせ先」のとおり。 

 

⑹ 参加資格審査結果の通知 

参加申込に係る審査結果（参加資格の有無）については、令和７年 10月 10 日（金）までに参

加表明書に記入したメールアドレスに電子メールで送付する。 
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７ 企画提案書について 

企画提案書については本実施要領の内容をよく確認のうえ、作成すること。 

 

⑴ 提出書類 

参加資格審査を通過した者のみが、企画提案書を提出することができるものとし、企画提案書

については、次の書類を提出すること。 

企画提案書（任意様式） 

・表題は「いわき市福祉介護人材定着支援事業業務に係る

企画提案書」とすること 

・Ａ４判、両面の印刷物を基本とし、ページ番号を各ペー

ジの下部に印字すること。 

・提案内容には「９⑷ 審査項目及び基準」に記載されて

いる各審査項目を含めること。 

見積書（任意様式） 
・提案金額の上限額を超えない金額とし、積算内容を明示

した内訳書（任意様式）を添付すること。 

※ 添付資料の様式は、任意とする。 

※ 審査の公平性を保つ観点から、説明資料等において提案者の名称が特定できるような表現

は使用しないこと。 

 

⑵ 提出方法及び提出部数 

提出書類は押印の上、持参又は郵送（提出期限内に必着とし、配達完了が確認できる書留郵便

等に限る。）による提出とする。 

提出部数は正本が１部、写し５部とする。 

本プロポーザルを辞退する場合には、辞退届（様式７）に押印の上、持参又は郵送にて提出す

ることとし、その旨を電話により報告するものとする。 

 

⑶ 提出期限 

令和７年 10 月 31 日（金）必着 

※ 持参の場合、受付時間は土・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 

 

⑷ 提出先 

「13 問い合わせ先」のとおり。 

 

 

８ 質問書の提出及び回答 

本プロポーザルに関する質問は質問書（様式６）を使用し、令和７年 10月１日（水）午後５

時までに「13 問い合わせ先」まで持参、電子メール又はＦＡＸにて提出すること。なお、電子

メール又はＦＡＸの場合は、必ず電話にて受理確認を行うこと。 

質問の内容及び回答は、市ホームページで随時公表する。その際には、質問者名は公表しな

い。 

なお、受付期間以外の質問については、いかなる理由があっても回答しない。また、質問の内
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容が、受託候補者の選定に公平性を保つことができないものである場合などには、回答しないこ

とがある。 

 

 

９ 企画提案の審査・選定 

  ⑴ 開催日 

    令和７年 11月 11 日（火） 午後 

※ 時間・場所等の詳細は別途通知する。 

 

  ⑵ プレゼンテーション審査 

    ① プレゼンテーションは、非公開とする。 

    ② プレゼンテーションは、事前に提出された資料をもとに行うこととし、資料の追加や修

正により、その内容が変更となるような提案は行わないこと。 

 

⑶ 審査・選定方法 

    市が設置する「いわき市福祉介護人材定着支援事業業務公募型プロポーザル審査委員会（以

下、「審査委員会」という。）が、各提案者から提出された企画提案書等及びプレゼンテーショ

ンを次の審査項目及び基準により審査し、最も点数の高い企画提案者を最優秀提案者（受託候

補者）とし、次いで点数の高い企画提案者を優秀提案者（次点候補者）として選定する。 

    また、点数が同点の場合は、審査委員会の多数決により選定する。 

    なお、提案者が１者の場合であっても本審査は実施し、審査における最低点(提案内容評価点

の６割)以上の評価点を得た場合は、その提案者を受託候補者として選定する。 

 

⑷ 審査項目及び基準 

  審査項目及び審査基準は次のとおりとする。 

① 企画提案の内容 

・ エルダー・メンター制度の導入に資する内容であるか。 

  ※ エルダー・メンター制度とは、上司とは異なる、経験を積み、業務の知識を持った先

輩が、身近な立場で新人職員の仕事面でのサポートを行うとともに、メンタル面やキ

ャリア形成のサポートを行うことを指す。 

・ エルダー・メンター側、新人職員側の双方が参加できる内容であるか。 

・ 研修受講者の興味・関心を引く内容であるか。 

・ 企画提案者の知識・ノウハウを活かした具体的な内容であり、講義の組み立て方や研修

技法に工夫が見られるものとなっているか。 

② 業務実施体制 

・ 委託先として選定するにあたり、事業実施の確実性、信頼度は高いか。 

③ 事業費 

・ 事業の積算に係る単価や経費が妥当なもので、提案内容と整合がとれているか。 

 

⑸ 審査結果通知 

審査結果の通知は、全ての企画提案者に対して令和７年 11 月 14 日（金）までに電子メール
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にて送付するとともに、最優秀提案者（受託候補者）及び優秀提案者（次点候補者）を市ホーム

ページにおいて公表する。 

 

 

10 契約の締結  

   契約の締結にあたっては、次により行うこととする。 

  ⑴ 契約の締結方法 

      市が選定した最優秀提案者（受託候補者）と、提出された企画提案書及び見積書（見積内

訳書を含む）の記載事項等を踏まえた協議を行い、協議が整った場合に、地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約により、本業務の委託契約を締結する。

（この協議の際、提出された企画提案書及び見積書（見積内訳書を含む）の内容等について

一部変更する場合がある。） 

      なお、最優秀提案者（受託候補者）との協議が整わない場合、または、最優秀提案者（受託

候補者）が次の「12 留意事項（７）」で定める失格事項に該当した場合は、優秀提案者（次

点候補者）と契約締結するものとする。 

   

⑵ 契約書の作成 

    契約書は２通作成し、市及び受託者の双方が各１通を保有する。契約金額は、消費税及び地

方消費税を内書きで記載するものとする。 

    なお、契約書の作成に要する費用は、全て受託者の負担とし、契約変更についても同様とす

る。 

 

 

11 情報公開及び提供 

    いわき市情報公開条例（以下、「公開条例」という。）に基づき、行政情報の開示を請求する

ことを市民の権利として保障するとともに、市政運営の公開性の向上を図り、もって市の機関

の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすること及び市民の的確な理解と批判の下

にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的として市政情報を公開していることから、

本プロポーザル実施に関する情報について、情報公開及び情報提供するものとする。 

ただし、個人に関する情報や当該法人等又は個人の事業の運営を不当に害すると認められる

ものなど公開条例第７条第１項各号に該当する場合は、開示しない。その他、情報開示にあたっ

ては、公開条例に従って行うものとする。 

 

 

12 留意事項 

   ⑴ 企画提案にあっては、本実施要領及び仕様書を遵守すること。 

   ⑵ 一提案者につき一提案とし、複数提案は禁止とする。 

   ⑶ 企画提案に関する提出書類の変更、差替え、または再提出は認めない。 

   ⑷ 企画提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 

   ⑸ 企画提案で使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法による

ものとする。 



7 

 

   ⑹ 提出された企画提案書等の返却は行わない。 

   ⑺ 次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

    ① 本要領に示す参加資格要件から外れた者が行った企画提案 

    ② 本要領等の記載内容に従わない企画提案 

    ③ 定められた日時及び場所に提出されなかった企画提案 

    ④ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない企画提案 

    ⑤ 虚偽の記載をした企画提案 

   ⑻ 企画提案に関する提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著作物の著

作権は提案者に帰属する。ただし、選定結果の公表等において、市が本業務に関して必要と

認めるものについては、企画提案書の全部または一部を無償で使用できるものとする。 

   ⑼ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外の国の

法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任

の一切は提案者が負うものとする。 

   ⑽ 企画提案に関し、市が提示する書類及び提示する資料は、本企画提案における提案目的以

外の使用、複製、転載を禁止する。 

   ⑾ 提案者が不適切な行動をとった場合及びその疑いが生じた等の場合において、公正に公募

型プロポーザルを執行できないと認められるとき、またはその恐れがある場合は、市は当該

提案者を企画提案に参加させず、または公募型プロポーザルの執行を延期し、若しくは取り

やめることがある。また、後日、一連の企画提案手続きにおいて不正な行為が行われていた

ことが判明した場合は、当該事業者との契約を解除することがある。 

なお、不正行為等により、市に何らかの損害を発生させた場合には、損害賠償請求を行うこ

ともある。 

   ⑿ 今後の社会情勢や財政事情の変化、まちづくりの基本方針等に基づく政策変更、その他不

可抗力等により、市は事業計画及びスケジュールを変更又は中止する場合がある。このため、

選考の過程において前述の事態に至った場合、市は提案者に対して一切の責任を負わないも

のとする。 

   ⒀ 本要領に定めのない事項及び本要領に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

   ⒁ 本事業が福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金（介護人材確保対策事業）に採択さ

れなかった場合は、本プロポーザルは中止とする。 

 

 

13 問い合わせ先 

   〒970-8686 福島県いわき市平字梅本 21番地 

いわき市保健福祉部高齢福祉課 

電話 0246-22-7467  ＦＡＸ 0246-22-7547 

電子メールアドレス koreihukushi@city.iwaki.lg.jp 

※ 郵送の場合には、配達完了が確認できる書留郵便等に限る。 

※ 電子メールまたはＦＡＸの場合には、必ず電話にて受理確認を行うこと。 

※ 受付時間は、土・日曜日、祝日を除く、午前９時から午後５時までとする。 


